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平成１３年度公共用水域水質測定結果について

１．はじめに

公共用水域の水質の測定は 「水質汚濁防止法 （昭和４５年１２月制定）の規定に基、 」

づき、昭和４６年度以来、水質汚濁に係る環境基準が定められている項目（以下「環境

基準項目」という ）を中心に、全国の都道府県が毎年定める測定計画に従って、都道。

府県、水質汚濁防止法政令市のほか、一級河川のうち国の直轄管理区間については地方

整備局等によって実施されている。

また 「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措、

置法 （平成６年３月制定。以下「水道水源法」という ）の規定に基づき、平成７年度」 。

以降、水道水源水域におけるトリハロメタン生成能の測定が、同じく都道府県、水質汚

濁防止法政令市及び地方整備局等によって実施されている。

本報告は、これら関係地方公共団体及び国の機関が平成１３年度に実施した公共用水

域の水質測定結果のうち環境基準項目及びトリハロメタン生成能について一括とりまと

めたものである。

なお、公共用水域の水質等のダイオキシン類測定については 「ダイオキシン類対策、

特別措置法 （平成１１年７月制定）の規定に基づき、平成１２年度から都道府県、同」

法政令市及び地方整備局等によって全国的に実施されているが、大気、土壌などととも

に別途取りまとめているので、本報告書には含めていない。

２．水質測定の項目等について

(1) 測定項目

環境基準項目（参考１）は、カドミウム、全シアンといった人の健康の保護に関す

る項目（以下「健康項目」という ）と、有機汚濁の代表的指標である生物化学的酸。

素要求量（ＢＯＤ）又は化学的酸素要求量（ＣＯＤ 、水素イオン濃度（ｐＨ）など）

の生活環境の保全に関する項目（以下「生活環境項目」という ）に大別される。。

、 、 、このうち 健康項目は 水質測定が開始された昭和４６年度には 項目であったが8
以降、順次追加設定され、現在では 項目となっている。26
健康項目に係る環境基準は、全国の全ての公共用水域に適用されるものであるが、

ふっ素及びほう素については、海域における濃度が自然状態で環境基準値を上回って

いることから、海域には適用しないこととされている。

一方、生活環境項目は、同じく昭和４６年度には 項目であったが、その後、全窒7
素と全燐が加えられ、現在では 項目となっている。生活環境項目の環境基準は、国9
又は都道府県が、水域群（河川、湖沼及び海域）別に、利水目的に応じて環境基準類

型あてはめを行った水域（以下「あてはめ水域」という ）について適用されること。

とされており、本報告書ではこれらあてはめ水域において行われた水質測定結果をと

りまとめている。

また 「水道水源法」の規定に基づき、特定項目とされているトリハロメタン生成、

能については平成７年度より測定が行われている。

(2) 測定地点数及び検体数

。 、平成１３年度における測定地点数及び検体数を表１に示した 健康項目では地点数
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検体数ともに前年度より若干減少したが、生活環境項目では、あてはめ水域数の増加

もあり、地点数及び検体数は若干増加した。

３．測定結果の概要

(1) 健康項目の環境基準の達成状況

平成１３年度における健康項目の環境基準の達成状況を表２に示した。 項目全26
体の環境基準達成率は ％（前年度 ％）となっており、ほとんどの地点で達99.4 99.2
成した。なお、ふっ素及びほう素については、海域の測定地点のほか、河川又は湖沼

の測定地点のうち海水の影響を強く受けたことによって環境基準を超えた地点は評価

の対象から除外した。

環境基準超過がみられたのは、全シアン、鉛、砒素、 ジクロロエタン、 ジ1,2- 1,3-
クロロプロペン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素の８項目であっ

た。原因としては自然由来が最も多く、鉛、砒素、及びふっ素では主たる原因となっ

ている。このほか事業場排水、休廃止鉱山排水等が原因としてあげられるが、原因が

特定されていない地点もみられる。

(2) 生活環境項目の環境基準の達成状況

1) ＢＯＤ又はＣＯＤの環境基準の達成状況等

① 達成状況

全国のあてはめ水域の 水域（河川 、湖沼 、海域 ）について、3,291 2,544 153 594
有機汚濁の代表的な水質指標である河川のＢＯＤ又は湖沼及び海域のＣＯＤの環境

基準の達成状況をみると、 水域（河川 、湖沼 、海域 ）で達成して2,615 2,074 70 471
おり、全体の ％（前年度 ％）と過去最高の達成率となった。水域群別に79.5 79.4

81.5 82.4 45.8 42.3 79.3 75.3みると 河川 ％ 同 ％ 湖沼 ％ 同 ％ 海域 ％ 同、 （ ）、 （ ）、 （

％）となっている（表３－１ 。）

68.4 63.2海域のうち 東京湾 伊勢湾及び瀬戸内海についてみると 東京湾 ％ 同、 、 、 （

％ 、伊勢湾 ％（同 ％ 、瀬戸内海 ％（同 ％）であった（表３－） ）56.3 56.3 74.4 76.3
２、図１－２ 。）

また、湖沼水質保全特別措置法（昭和５９年７月制定）に基づく の指定湖沼10
については、いずれも環境基準を達成していない。

（図１－１、表４）② 達成率の推移

ＢＯＤ又はＣＯＤの環境基準達成率を公共用水域全体でみると、測定開始以来わ

ずかずつ上昇し、平成５年度には ％に達したが、平成６年度には渇水の影響76.5
により ％まで低下した。しかしながらその後は、毎年わずかながら向上し、68.9
平成１３年度は ％（過去最高）となっている。79.5
水域群別では、河川のＢＯＤの環境基準達成率は、平成５年度には ％に達77.3

したが、平成６年度には渇水の影響により ％まで低下した。その後は再び向67.9
上し、平成９年度以降 ％台と高く推移している。80
湖沼のＣＯＤの環境基準達成率は、平成５年度までは若干上昇傾向はみられた

ものの、平成６年度には渇水の影響により ％まで低下した。近年はやや回復40.6
の傾向がみられる。
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海域のＣＯＤの環境基準達成率は、昭和５０年代半ば頃から ％前後で推移し80
てきたが、平成９年度以降は河口付近海域の水質悪化等により ％前後となり、75
平成１３年度の達成率は ％とやや回復した。79.3

③ 濃度の推移（表５、図２－１、図２－２）

ＢＯＤ又はＣＯＤ濃度の約２０年間の推移をみると、河川水質については、

（ ） 、 （ ） 、２０年前 昭和５６年度 の １０年前 平成３年度 の と比べ3.2mg/L 2.4mg/L
平成１３年度は と着実に向上していることが窺える。湖沼については、平1.8mg/L
成２～１０年度には ～ とやや悪化したものの、ここ３年間は大幅に改4.0 4.4mg/L
善しており、平成１３年度は と平成元年度に並んで最も良好な結果であっ3.5mg/L
た。海域については、 以下の横ばいで推移している （表５）2.0mg/L 。

閉鎖性海域（東京湾、伊勢湾、瀬戸内海）については、昭和５４年度から総量規

制の実施により、ＣＯＤ発生負荷量は三海域とも減少してきている。

2) 湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況等

① 達成状況

湖沼における全窒素及び全燐のあてはめ水域は 水域（全燐のみ環境基準が適79
用される水域は 水域、全窒素及び全燐の環境基準が適用される水域 水域）で45 34
あるが、このうち平成１２年度中に新たにあてはめが行われた水域は 水域であ13
る。これら 水域のうち、環境基準が適用される項目すべてについて環境基準を79
達成した水域は 水域で ％（前年度 ％）の達成率であり、達成率はなお29 36.7 40.9
低い状況にある（表７、表８－１ 。）

また、暫定目標を含めた達成水域は 水域で ％（同 ％）の達成率であ32 40.5 47.0
る（表７ 。）

項目別にみると、全窒素では 水域中 水域達成、全燐では 水域中 水域34 2 79 35
で達成しており、達成率はそれぞれ ％（同 ％）及び ％（同 ％）と5.9 7.1 44.3 47.0
なっている。

同様に暫定目標を含めた達成率を項目別にみると、全窒素では 水域、全燐では7
43 20.6 21.4 54.4 53.0水域で達成しており 達成率はそれぞれ ％ 同 ％ 及び ％ 同、 （ ） （

％）となっている。

② 達成率の推移

湖沼における全窒素及び全燐の環境基準は昭和５７年に定められ、昭和５９年度

から測定されているが、達成率は、これまで ％前後と低いレベルで推移してい40
る （表８－２ 。。 ）

3) 海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況等

① 達成状況

海域における全窒素及び全燐のあてはめ水域は１４５水域であるが、このうち環

境基準を達成した水域は１１９水域、達成率は ％（前年度 ％）で、前年82.1 71.8
。 、 、度と比べ ポイント上昇した これは 前年度達成しなかった３７水域のうち10.3

２０水域が達成したこと等による（表７，表９－１ 。）
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87.6 74.8また 暫定目標を含めた達成水域は １２７水域で 達成率は ％ 前年度、 、 、 （

％）であった（表７ 。）

50.0このうち 東京湾 伊勢湾及び瀬戸内海の達成状況についてみると 東京湾で、 、 、

（ 、 ）、 （ 、 ）、％ 全窒素 ％ 全燐 ％ 伊勢湾で ％ 全窒素 ％ 全燐 ％50.0 50.0 57.1 71.4 71.4
瀬戸内海で ％（全窒素 ％、全燐 ％）であった（表７、表９－２ 。95.0 95.0 96.7 ）

暫定目標を含めた達成状況についてみると、東京湾で ％（全窒素 ％、83.3 83.3
全燐 ％ 、伊勢湾で ％（全窒素 ％、全燐 ％ 、瀬戸内海で ％83.3 85.7 85.7 100 95.0） ）

（全窒素 ％、全燐 ％）であった（表７ 。95.0 96.7 ）

② 達成率の推移

海域における全窒素及び全燐の環境基準が平成５年に定められて以来、あてはめ

水域数が年々増加しつつあり、水質の傾向を評価するには難しい面もあるが、水域

数が１００を超えた平成１０年度以降は、 ％を超える達成率で推移している。70
(表９－３ 。）

(3) トリハロメタン生成能

トリハロメタン生成能の濃度分布は図４に示したとおりである。 Ｌ 以下の0.05mg/
地点が全体の約７割を占めている。*

環境基準の達成状況の評価について

１．健康項目の達成状況の評価について
健康項目のうち、全シアンは急性毒性を、他の２５項目は慢性毒性を考慮してそれぞれ定められて

いる。このため、全シアンについては、各測定点における年間の測定値の最高値が環境基準を満足す

る場合に、当該地点において環境基準が達成されたと評価し、他の２５項目については各測定点にお
ける年間の測定値の平均値が環境基準を満足する場合に、当該地点において環境基準が達成されたも

のと評価する。なお、ふっ素及びほう素に係る環境基準は海域には適用されないこととされているた
め、海域に配置された測定点における測定値は、評価の対象外としている。

２．生活環境項目の達成状況の評価について

( ) ＢＯＤ又はＣＯＤについては、あてはめ水域の水質を代表する地点として設定された環境基準点1
のすべてにおいて、年間の日平均値の７５％値が環境基準を満足する場合に、当該あてはめ水域で

環境基準が達成されたものと評価する。
( ) 湖沼における全窒素及び全燐については、あてはめ水域内の環境基準点のすべてにおいて、年間2
平均値が環境基準を満足する場合に、当該あてはめ水域で環境基準が達成されたものと評価する。

( ) 海域における全窒素及び全燐については、あてはめ水域内の各環境基準点の年間平均値の全地点3
平均値が環境基準を満足する場合に、当該あてはめ水域で環境基準が達成されたものと評価する。
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４．水質改善対策

(1) 健康項目

健康項目については、これまで水質汚濁防止法による工場・事業場に対する排水規

制の強化等により、全国的にほぼ環境基準を達成しているが、今後とも、引き続き本

測定による公共用水域の水質監視を充実するとともに、その結果を踏まえて環境基準

の達成維持に向けた水質保全対策の推進を図ることが必要である。

なお、環境省では、平成５年３月に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、

公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見

の集積に努めるべき物質を「要監視項目」に設定し、都道府県ごとの水質測定計画へ

の位置づけ、委託調査の実施等により知見の収集に努めているところである。

平成 年度の結果では、フェニトロチオン及びモリブデンの２項目については指13
針値を超過している地点がそれぞれ１地点見られたが、他の項目では指針値超過は見

られなかった。

健康項目の見直しについては、現在、中央環境審議会水環境部会において審議中で

あり、平成１３年度の水質測定結果も参考に検討を進める予定である。

(2) 生活環境項目

生活環境項目については、水質汚濁防止法に基づく排水規制や下水道等の排水処理

施設の整備等が推進されてきたが、有機汚濁（ＢＯＤ又はＣＯＤ）や、それと密接に

関わる全窒素及び全燐による水質汚濁の改善にはなお努力が必要な状況にある。この

ため、閉鎖性海域（東京湾、伊勢湾、瀬戸内海）については、水質汚濁防止法等に基

づき、昭和５４年以来４次にわたって実施されてきたＣＯＤの総量規制に加え、平成

１６年度を目標年度とする第５次総量規制において、新たに窒素及び燐を総量規制の

対象として追加した。また、湖沼水質保全特別措置法に基づき、琵琶湖、霞ヶ浦等の

１０の指定湖沼について総合的な水質保全対策が実施されている。

さらに、平成１２年６月の浄化槽法の改正により、平成１３年４月以降、新たに設

置される浄化槽は、原則として合併処理浄化槽とすることが義務づけられており、生

活排水による水質汚濁の改善効果が期待されるところである。
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指定湖沼について

湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川や海域に比べて環境基準の達成率が

低い。また、富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。このような湖沼の水質汚濁の原因は、湖
沼の集水域で営まれる諸産業から、人々の日常生活に至るまで多岐にわたっている。湖沼水質保全のた

めには、従来からの水質汚濁防止法による規制だけでは十分でないこと等にかんがみ、昭和５９年に湖
沼水質保全特別措置法が制定され、昭和６０年３月から施行されている。

同法に基づく指定湖沼は、環境基準が達成されていない又は達成されないこととなるおそれが著しい

湖沼であって、利水状況、汚濁の推移等から水質保全施策を総合的に講ずる必要があると認められる湖
沼について、指定することができるものとなっている。

これまでに、琵琶湖、霞ヶ浦等の 湖沼が指定湖沼として指定され、策定された湖沼水質保全計画10
に基づき各種施策が実施されている。湖沼水質保全計画の内容は、①水質の保全に関する方針、②下水

、 、道の整備等水質の保全に資する事業 ③工場排水及び生活排水等各種汚濁源に対する規制その他の措置

④その他水質保全のために必要な措置等となっている。

指定湖沼（関係府県） 指定時期 湖沼水質保全計画（計画年次）

霞ヶ浦（茨城県、栃木県、千葉県） 昭和 年 月 第４期（平成 ～ 年度）60 12 13 17
印旛沼（千葉県） 〃 第４期（平成 ～ 年度）13 17
手賀沼（千葉県） 〃 第４期（平成 ～ 年度）13 17
琵琶湖（滋賀県、京都府） 〃 第４期（平成 ～ 年度）13 17
児島湖（岡山県） 〃 第４期（平成 ～ 年度）13 17
諏訪湖（長野県） 昭和 年 月 第３期（平成 ９～ 年度）＊61 10 13
釜房ダム（宮城県） 昭和 年９月 第３期（平成 ９～ 年度）＊62 13
中海（鳥取県、島根県） 平成元年２月 第３期（平成 ～ 年度）11 15
宍道湖（島根県） 〃 第３期（平成 ～ 年度）11 15
野尻湖（長野県） 平成６年 月 第２期（平成 ～ 年度）10 11 15

＊現在、第４期計画を策定中。

水質総量規制について

昭和５３年の水質汚濁防止法等の改正により、広域的な閉鎖性海域のうち、排水の濃度規制では環境
基準を維持達成することが困難な海域（指定水域）を対象に、当該水域に流入する汚濁負荷量を全体的

に削減しようとする水質総量規制を制度化した。
これにより、昭和５４年以来、５年ごとに４次にわたり、ＣＯＤについて東京湾、伊勢湾及び瀬戸内

。 、 、海を対象に汚濁負荷量の削減を図ってきた また 平成１６年度を目標年度とする第５次総量規制では

ＣＯＤのみならず、窒素及び燐についても汚濁負荷量の削減を図ることとした。
総量規制では、まず環境大臣が総量削減基本方針で指定水域ごとに汚濁負荷量の削減目標量、目標年

度等を定め、これに基づき都道府県知事が総量削減計画でその都道府県内の発生源別の削減目標量及び
その達成の方途等の事項を定める。その計画に基づき、下水道の整備等各種生活排水処理施設の整備、

、 。工場・事業場に対する総量規制基準による規制 教育・啓発等の所要の対策を実施することとしている

平成１６年度を目標年度とする第５次総量規制の実施によって、ＣＯＤの汚濁負荷量は平成１１年度
93 92 92 94 96の概ね ％ 東京湾 ％ 伊勢湾 ％ 瀬戸内海 ％ 窒素の汚濁負荷量は平成１１年度の概ね（ 、 、 ）、

％ (東京湾 ％、伊勢湾 ％、瀬戸内海 ％ 、燐の汚濁負荷量は平成１１年度の概ね ％（東京98 96 95 93）
湾 ％、伊勢湾 ％、瀬戸内海 ％)程度に削減することを目標としている。91 92 94
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年間降水量の推移（全国平均：４月～３月）

降水量は、水質の汚濁に大きな影響を及ぼす１つの要素である。過去２０年間の全国の年間降水量の

推移は下表のとおりである。
（単位：㎜）

年 度 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｈ元 Ｈ２56 57 58 59 60 61 62 63

1,554 1,678 1,620 1,323 1,628 1,470 1,461 1,728 1,760 1,770降水量

10 11 12年 度 Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ Ｈ Ｈ

1,828 1,453 1,963 1,131 1,577 1,312 1,730 1,875 1,722 1,591降水量

13年 度 Ｈ

1,582降水量

（注）気象庁の資料に基づき、県庁所在地の降水量を平均したもの。



表１　平成１３年度公共用水域における水質測定地点数及び検体数

　　　　 水域等 河　川 湖　沼 海　域 全　体

測定項目 水域数 地点数 検体数 水域数 地点数 検体数 水域数 地点数 検体数 水域数 地点数 検体数

健康項目 － 4,077 229,509 － 404 15,612 － 1,205 40,271 － 5,686 285,392

生活環境項目 2,544 4,628 263,756 232 717 38,206 739 3,268 125,892 3,515 8,613 427,854

BOD等 全体 2,544 4,628 263,756 153 435 33,007 594 2,214 106,669 3,291 7,277 403,432

７項目 ＡＡ 339 496 23,689 34 125 7,457 － － －

Ａ 1,192 2,249 126,766 102 257 22,494 261 1,490 72,379

Ｂ 559 1,049 66,409 17 53 3,056 213 465 21,991

Ｃ 288 529 28,650 0 0 0 120 259 12,299

Ｄ 82 149 10,692 － － － － － －

Ｅ 84 156 7,550 － － － － － －

全窒素 全体 － － － 79 282 5,199 145 1,054 19,223 224 1,336 24,422

及び全燐 Ⅰ － － － 9 24 181 12 72 1,138

Ⅱ － － － 39 115 1,762 88 664 11,976

Ⅲ － － － 16 89 2,192 34 178 3,717

Ⅳ － － － 12 42 712 11 140 2,392

Ⅴ － － － 3 12 352 － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 － 438 2,143 － 45 220 － － － － 483 2,363

注）　ＢＯＤ等７項目に関する地点数と全窒素及び全燐に関する地点数には重複があるため、生活環境項目の地点数の

　合計は、のべ地点数である。
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 表２  健康項目の環境基準達成状況（非達成率）

　河　川 　湖　沼 　海　域 　 全　 　体 　平成12年度

a:超過 b:測定 a:超過 b:測定 a:超過 b:測定 a:超過 b:測定 a／b a:超過 b:測定 a／b

地点数 地点数 地点数 地点数 地点数 地点数 地点数 地点数 (%) 地点数 地点数 (%)

カドミウム 0 3,335 0 253 0 993 0 4,581 0.00 1 4,647 0.02

全シアン 1 3,085 0 230 0 824 1 4,139 0.02 1 4,152 0.02

鉛 3 3,440 0 253 0 997 3 4,690 0.06 8 4,762 0.17

六価クロム 0 3,115 0 230 0 955 0 4,300 0.00 0 4,329 0.00

砒素 15 3,385 2 254 0 1,004 17 4,643 0.37 16 4,711 0.34

総水銀 0 3,218 0 233 0 986 0 4,437 0.00 0 4,512 0.00

アルキル水銀 0 1,061 0 59 0 479 0 1,599 0.00 0 1,541 0.00

ＰＣＢ 0 1,790 0 132 0 532 0 2,454 0.00 0 2,408 0.00

ジクロロメタン 0 2,775 0 171 0 687 0 3,633 0.00 4 3,673 0.11

四塩化炭素 0 2,795 0 178 0 686 0 3,659 0.00 0 3,699 0.00

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 2,770 0 171 0 686 1 3,627 0.03 5 3,661 0.14

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 2,781 0 171 0 687 0 3,639 0.00 0 3,648 0.00

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 2,780 0 171 0 687 0 3,638 0.00 0 3,649 0.00

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 2,818 0 177 0 692 0 3,687 0.00 0 3,712 0.00

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0 2,783 0 171 0 687 0 3,641 0.00 0 3,648 0.00

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 2,928 0 190 0 706 0 3,824 0.00 0 3,842 0.00

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0 2,926 0 190 0 705 0 3,821 0.00 0 3,842 0.00

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 1 2,802 0 184 0 619 1 3,605 0.03 0 3,629 0.00

チウラム 0 2,770 0 184 0 609 0 3,563 0.00 0 3,563 0.00

シマジン 0 2,801 0 184 0 609 0 3,594 0.00 0 3,564 0.00

チオベンカルブ 0 2,801 0 184 0 609 0 3,594 0.00 0 3,560 0.00

ベンゼン 0 2,716 0 171 0 687 0 3,574 0.00 0 3,628 0.00

セレン 0 2,704 0 168 0 681 0 3,553 0.00 0 3,573 0.00

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

2 3,051 0 367 0 840 2 4,258 0.05 4 3,993 0.10

ふっ素 8 2,778 0 195 － － 8 2,973 0.27 11 3,048 0.36

(14) (2,784) (0) (195) － (117) (14) (2,979) (16) (3,053)

ほう素 3 2,593 0 178 － － 3 2,771 0.11 0 2,782 0.00

(112) (2,702) (11) (189) － (115) (123) (2,891) (133) (2,915)

合計(実地点数) 32 4,077 2 404 0 1,205 34 5,686 0.60 47 5,724 0.82

（注）１．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素は平成１１年度から全国的に水質測定を開始。

      ２．ふっ素及びほう素の環境基準は、海域には適用されない。これら２項目に係る海域の測定地点数は、（  ）
        内に参考までに記載したが、環境基準の評価からは除外し、合計欄にも含まれない。
          また、河川及び湖沼においても、海水の影響により環境基準を超過した地点を除いた地点数を記載してい
        るが、下段（  ）内に、これらを含めた地点数を参考までに記載した。

      ３．合計欄の超過地点数は実数であり、同一地点において複数項目の環境基準を超えた場合には超過地点数を
        １として集計した。なお平成１３年度は２地点において２項目が環境基準を超えている。
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表３－１　　環境基準の達成状況（ＢＯＤ又はＣＯＤ）

平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度

339 337 276 294 81 87

1,192 1,180 1,026 1,013 86 86

559 554 412 416 74 75

288 291 221 219 77 75

82 81 69 72 84 89

84 94 70 77 83 82

2,544 2,537 2,074 2,091 81.5 82.4

平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度

34 31 7 5 21 16

102 94 62 53 61 56

17 17 1 2 6 12

－ － － － － －

153 142 70 60 45.8 42.3

平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度

261 260 169 151 65 58

213 213 182 175 85 82

120 122 120 122 100 100

594 595 471 448 79.3 75.3

平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度

3,291 3,274 2,615 2,599 79.5 79.4

（備考） 平成13年度調査は平成12年度までに、平成12年度調査は平成11年度までに、

         それぞれ類型あてはめがなされた水域について取りまとめたものである。

表３－２　　広域的な閉鎖性海域におけるＣＯＤの達成状況

平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度

　東京湾 19 19 13 12 68.4 63.2

　伊勢湾 16 16 9 9 56.3 56.3

　瀬戸内海 160 160 119 122 74.4 76.3

うち大阪湾 12 12 8 8 66.7 66.7

　合計 195 195 141 143 72.3 73.3

うち三大湾 47 47 30 29 63.8 61.7

（備考） 伊勢湾の水域数には三河湾を含む。

達成水域数 達成率（％）

達成水域数 達成率（％）

達成率（％）

あてはめ水域数 達成水域数 達成率（％）

あてはめ水域数 達成水域数

Ｅ

合計

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

類型

あてはめ水域数

類型

ＡＡ

Ａ

Ｂ

あてはめ水域数

Ｃ

合計

あてはめ水域数 達成水域数 達成率（％）

合計

《　河　　川　》

《　湖　　沼　》

《　海　　域　》

《　全　　体　》

Ａ

Ｂ

Ｃ

合計

類型

ＡＡ
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表４　　環境基準達成率（ＢＯＤ又はＣＯＤ）の推移

昭和

４９ ５０ ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１ ６２

51.3 57.1 57.6 58.5 59.5 65.0 67.2 63.3 65.3 65.9 63.4 67.7 68.6 68.3

41.9 38.6 40.7 35.2 37.6 41.8 41.6 42.7 41.7 40.8 42.7 41.2 40.0 43.1

70.7 72.4 76.4 76.9 75.3 78.2 79.8 81.6 81.3 79.8 81.3 80.0 81.2 82.6

東 京 湾 44 44 67 61 61 61 61 61 61 61 61 61 63 63

伊 勢 湾 47 53 47 47 53 53 53 59 41 53 47 47 59 47

瀬戸内海 67 69 72 73 75 76 72 81 81 81 81 81 78 80

(大阪湾) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (75) (67) (67) (67) (67) (67) (67) 

そ の 他 77 77 81 81 77 82 85 84 84 81 81 82 84 86

54.9 59.6 60.6 61.2 61.7 66.7 68.7 66.0 67.5 67.7 66.1 69.0 69.9 70.1

1,927 2,394 2,586 2,769 2,814 2,866 2,913 2,935 2,982 3,009 3,044 3,052 3,061 3,070

昭和 平成

６３ 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

73.3 73.8 73.6 75.4 75.4 77.3 67.9 72.3 73.6 80.9 81.0 81.5 82.4 81.5

44.2 46.3 44.2 42.3 44.6 46.1 40.6 39.5 42.0 41.0 40.9 45.1 42.3 45.8

82.7 82.4 77.6 80.2 80.9 79.5 79.2 78.6 81.1 74.9 73.6 74.5 75.3 79.3

東 京 湾 63 63 63 63 74 63 63 63 63 63 63 63 63 68

伊 勢 湾 65 53 59 59 53 65 47 56 56 44 44 50 56 56

瀬戸内海 81 78 75 78 78 72 76 75 78 75 76 75 76 74

(大阪湾) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (67) 

そ の 他 85 86 80 83 84 84 86 82 84 77 74 76 76 83

73.9 74.3 73.1 75.0 75.2 76.5 68.9 72.1 73.7 78.1 77.9 78.7 79.4 79.5

3,083 3,092 3,103 3,123 3,149 3,147 3,170 3,181 3,231 3,244 3,258 3,270 3,274 3,291

（備考）１．河川はＢＯＤ、湖沼及び海域はＣＯＤ

        ２．達成率（％）＝（達成水域数／あてはめ水域数）×１００

全 体

水 域 数

水  域

年  度

年  度

水  域

河 川

湖 沼

海 域

水 域 数

河 川

湖 沼

海 域

全 体
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図１－１  環境基準（ＢＯＤ又はＣＯＤ）達成率の推移
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図１－２  三海域の環境基準（ＣＯＤ）達成率の推移
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図２－１　河川・湖沼海域におけるＢＯＤ又はＣＯＤの濃度推移

表５　河川・湖沼海域におけるＢＯＤ又はＣＯＤの濃度推移
(単位：ｍｇ／L)

年度 昭和 平成

類型 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2

河川(BOD) 3.3 3.0 3.2 3.0 3.0 3.3 3.0 3.0 3.0 2.6 2.5 2.7

湖沼(COD) 4.1 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 3.6 3.7 3.8 3.7 3.5 4.1

海域(COD) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8

年度 平成
類型 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

河川 2.4 2.5 2.4 2.8 2.5 2.4 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8
湖沼 4.0 4.0 4.0 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 3.6 3.6 3.5
海域 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8

(備考) 環境基準点における年間平均値を用いて算出している。
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図２－２　ＣＯＤ発生負荷量と濃度の推移
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413
355

286
247

477

228

0

100

200

300

400

500

600

700

800

54 59 元 6 11 16
年度

C
O

D
発

生
負

荷
量

（
ト

ン
／

日
）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

C
O

D
濃

度
（

ｍ
ｇ

／
L
）

伊勢湾におけるCOD発生負荷量とCOD濃度の推移

286 272
246 221

307

203

0

100

200

300

400

500

600

700

800

54 59 元 6 11 16
年度

C
O

D
発

生
負

荷
量

（
ト

ン
／

日
）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

C
O

D
濃

度
（

ｍ
ｇ

／
L
）

瀬戸内海におけるCOD発生負荷量とCOD濃度の推移

900
838

746
672

1012

630

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

54 59 元 6 11 16
年度

C
O

D
発

生
負

荷
量

（
ト

ン
／

日
）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
C

O
D

濃
度

（
ｍ

ｇ
／

L
）

生活系 産業系 その他系 COD濃度

注：平成１６年度の値は削減目標量

－　14　－



図３  指定湖沼の水質状況の推移（ＣＯＤ年間平均値:過去１０年間）

表６  指定湖沼の水質状況の推移（過去１０年間）
          (上段：ＣＯＤ７５％値、下段：ＣＯＤ年間平均値) （単位 mg/L)

年 度 類型

湖沼 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

釜房ダム ＡＡ 2.9 3.2 1.9 2.2 2.4 2.6 2.3 2.3 2.3 2.3

2.6 2.7 1.9 2.3 2.2 2.4 2.1 2.0 1.9 2.0

（西浦） Ａ 8.9 9.4 10 9.8 10 9.2 8.5 8.6 8.9 8.5

7.8 8.4 8.7 9.0 8.9 8.6 7.6 7.7 7.6 7.7

（北浦） Ａ 7.3 8.9 8.8 8.2 8.7 8.6 8.6 8.6 9.5 9.3

6.8 8.1 8.0 7.4 7.4 7.9 8.0 8.1 9.2 8.5

（常陸利根川） Ａ 8.2 8.6 9.1 8.4 8.8 9.0 9.1 7.6 8.8 8.9

7.4 8.1 8.4 8.1 8.0 8.5 8.6 7.4 8.3 8.2

印旛沼 Ａ 9.3 9.3 12 14 13 12 12 14 11 10

8.4 8.2 11 12 11 11 10 12 10 9.5

手賀沼 Ｂ 20 22 24 29 27 26 22 22 15 13

17 18 21 25 24 23 19 18 14 11

諏訪湖 Ａ 7.1 4.9 7.3 5.7 11 6.1 8.0 6.5 7.1 5.8

5.4 4.1 7.6 5.1 7.1 5.3 7.2 5.5 6.0 5.7

野尻湖 ＡＡ 1.7 1.8 2.1 1.7 2.1 1.8 2.0 1.8 2.1 1.9

1.4 1.4 1.7 1.4 1.8 1.5 1.8 1.7 1.8 1.5

（北湖） ＡＡ 2.7 2.5 2.9 3.0 2.8 2.8 3.2 2.9 3.0 2.9

2.4 2.3 2.5 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6

（南湖） ＡＡ 3.8 3.4 4.2 3.9 3.6 3.5 3.9 4.0 3.9 4.2

3.0 2.8 3.3 3.1 3.0 3.0 3.0 3.3 3.2 3.1

中海 Ａ 5.4 6.9 6.6 6.0 7.5 5.7 6.7 6.2 7.0 8.1

4.0 4.5 4.7 4.3 4.7 4.8 5.0 4.5 5.0 5.0

宍道湖 Ａ 5.0 4.6 5.6 4.6 4.7 4.8 5.3 5.0 5.1 4.9

4.3 3.9 4.9 3.9 4.2 4.4 4.7 4.6 4.5 4.4

児島湖 Ｂ 9.4 10 11 12 10 9.4 12 9.7 9.2 9.1

8.8 8.8 10 11 9.2 8.5 9.9 8.5 8.2 8.3

（備考）７５％値は各環境基準点の７５％値のうちの最高値、年間平均値は各環境基準点の年間平均値
        の全地点平均値を記載した。
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表７　湖沼及び海域の全窒素及び全燐の環境基準の達成状況（暫定目標を含む）

（１）湖沼における全窒素及び全燐の達成状況

全窒素及び全燐 全窒素 全燐

32 7 43
達　成　率 40.5% 20.6% 54.4%

29 2 35
達　成　率 36.7% 5.9% 44.3%

（２）海域における全窒素及び全燐の達成状況

全窒素及び全燐 全窒素 全燐

145(26) 145(15) 145(18)

127 132 134
達　成　率 87.6% 91.0% 92.4%

119 128 127
達　成　率 82.1% 88.3% 87.6%

（３）広域的な閉鎖性海域における全窒素及び全燐の達成状況

全窒素及び全燐 全窒素 全燐

あてはめ水域数

（うち暫定目標が定められている水域数）
環境基準達成水域数＋暫定目標達成水域数 5 5 5

達　成　率 83.3% 83.3% 83.3%
環境基準達成水域数 3 3 3

達　成　率 50.0% 50.0% 50.0%
あてはめ水域数

（うち暫定目標が定められている水域数）
環境基準達成水域数＋暫定目標達成水域数 6 6 7

達　成　率 85.7% 85.7% 100.0%
環境基準達成水域数 4 5 5

達　成　率 57.1% 71.4% 71.4%
あてはめ水域数

（うち暫定目標が定められている水域数）
環境基準達成水域数＋暫定目標達成水域数 1 1 1

達　成　率 33.3% 33.3% 33.3%
環境基準達成水域数 1 1 1

達　成　率 33.3% 33.3% 33.3%
あてはめ水域数

（うち暫定目標が定められている水域数）
環境基準達成水域数＋暫定目標達成水域数 57 57 58

達　成　率 95.0% 95.0% 96.7%
環境基準達成水域数 57 57 58

達　成　率 95.0% 95.0% 96.7%

（備考)
１．全窒素及び全燐に関するあてはめ水域については、全窒素及び全燐の環境基準のほか暫定目標が定められて
　　いる水域がある。この暫定目標は、水質汚濁が著しく、総合的な水質改善施策を講じても定められた達成期間内
　　に環境基準の達成が困難と考えられる水域について、別途期限を定めて設定したものである。
２．全窒素及び全燐の環境基準（暫定目標）については、適用される項目両方の環境基準（暫定目標）を達成した場
　　合に当該水域で達成したものと評価する。参考として全窒素または全燐にのみ着目してそれぞれの達成状況を
　　示した。
３．伊勢湾の水域数には三河湾を含み、瀬戸内海の水域数には大阪湾を含む。

環境基準達成水域数＋暫定目標達成水域数

環境基準達成水域数

瀬
戸
内
海

大
阪
湾

伊
勢
湾

東
京
湾

あてはめ水域数
　　　　　（うち暫定目標が定められている水域数）

環境基準達成水域数＋暫定目標達成水域数

環境基準達成水域数

6（3） 6（3） 6（2）

7（2） 7（1） 7（2）

3（1） 3（1） 3（0）

60（9） 60（5） 60（4）

79（33） 34（26） 79（30）
あてはめ水域数
　　　　（うち暫定目標が定められている水域数）
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表８－１　 湖沼における全窒素・全燐の達成状況

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

計

（備考） １．全窒素及び全燐の環境基準が適用される水域については、全窒素及び全燐ともに
             環境基準を満足している場合に、達成水域とした。
　　　　 ２．全燐のみ環境基準が適用される水域については、全燐が環境基準を満足して
  　　　　 　いる場合に達成水域とした。
　　　　 ３．湖沼については、全窒素のみ環境基準を適用する水域はない。

表８－２　湖沼における全窒素及び全燐の達成状況の推移

項　目
年　度

昭和59 ６０ ６１ ６２ ６３ 平成元 ２ ３ ４

あてはめ水域数 3 7 15 17 21 22 22 22 22
全窒素 達成水域数 0 1 2 2 1 3 3 1 1

達成率（％） 0 14.3 13.3 11.8 4.8 13.6 13.6 4.5 4.5
あてはめ水域数 3 17 31 37 42 45 47 48 48

全燐 達成水域数 0 9 17 16 16 17 24 17 23
達成率（％） 0 52.9 54.8 43.2 38.1 37.8 51.1 35.4 47.9
あてはめ水域数 3 17 31 37 42 45 47 48 48

全窒素・全燐 達成水域数 0 8 15 15 13 16 20 14 18
達成率（％） 0 47.1 48.4 40.5 31.0 35.6 42.6 29.2 37.5

項　目
年　度

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

あてはめ水域数 22 22 23 24 25 27 28 28 34
全窒素 達成水域数 1 1 1 3 3 3 2 2 2

達成率（％） 4.5 4.5 4.3 12.5 12.0 11.1 7.1 7.1 5.9
あてはめ水域数 48 48 50 51 54 60 64 66 79

全燐 達成水域数 19 23 24 27 25 25 30 31 35
達成率（％） 39.6 47.9 48.0 52.9 46.3 41.7 46.9 47.0 44.3
あてはめ水域数 48 48 50 51 54 60 64 66 79

全窒素・全燐 達成水域数 15 20 18 24 23 23 26 27 29
達成率（％） 31.3 41.7 36.0 47.1 42.6 38.3 40.6 40.9 36.7

（備考） 湖沼の全窒素及び全燐は、昭和５９年度から測定が開始された。

類  型
あてはめ水域数 達成水域数 達成率（％）

平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度 平成13年度 平成12年度

8 69 6

16 7

66.7 75.0
39 29 16 15 41.0 51.7

12 12 0 0
14 5

0.0 33.3

43.8 35.7
0.0 0.0

36.7 40.9

13

79 66 29 27

3 0
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表９－１　 海域における全窒素・全燐の達成状況

（備考） １．全窒素及び全燐ともに環境基準を満足している場合に、達成水域とした。
　　　　 ２．海域については、全窒素のみ又は全燐のみ環境基準を適用する水域はない。

表９－２　広域的な閉鎖性海域における全窒素及び全燐の達成状況

あてはめ水域数

達成水域数

達成率（％）

（注）　伊勢湾の水域数には、三河湾を含む。

表９－３　海域における全窒素及び全燐の達成状況の推移

項　目
年　度

平成７ 8 9 10 12 13

あてはめ水域数 9 29 49 112 131 145

全窒素 達成水域数 2 20 33 83 101 128

達成率（％） 22 69.0 67.3 74.1 77.1 88.3

あてはめ水域数 9 29 49 112 131 145

全燐 達成水域数 4 16 32 94 112 127

達成率（％） 44 55.2 65.3 83.9 85.5 87.6

あてはめ水域数 9 29 49 112 131 145

全窒素・全燐 達成水域数 2 16 27 79 94 119

達成率（％） 22.2 55.2 55.1 70.5 71.8 82.1

（備考）　海域の全窒素及び全燐は平成７年度から測定が開始された。

90

72.6

平成13年度 平成12年度

124

107

86.3

124

11

124

96

77.4

73

64

87.733.3 50.095.0

57

6 7

伊勢湾
瀬戸内海

60

大阪湾 三大湾

達成率（％）

75.0 50.0

84.1 75.3

合   計

達成水域数

平成12年度

5

61

20

8

94145

東京湾

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

計

34

11

類  型

50.0

81

平成12年度

あてはめ水域数

平成13年度

12

88

57.1

131 119 82.1

3 4

3 16

1 8

Ⅰ

71.8

76.5

11 10 90.9

69.0

72.7

29 26

平成13年度

74

10 9

－　18　－



- 19 -

図４ トリハロメタン生成能濃度（年間平均値）分布状況（地点数）

トリハロメタン生成能について

トリハロメタンとは、メタン（ＣＨ ）の４つの水素原子のうち３個が塩素や臭素などのハロゲン原子４

で置き換わった化合物で発がん性物質である。具体的には、クロロホルム（ＣＨＣｌ ）、ブロモジクロ３

ロメタン（ＣＨＢｒＣｌ 、ブロロホルム（ＣＨＢｒ 、ジブロモクロロメタン（ＣＨＢｒ Ｃｌ）の４２ ３ ２） ）

物質が代表的な物質である。これらのトリハロメタンは、水道原水中に含まれるフミン質等の有機物質

が、浄水処理の過程で注入される塩素と反応して生じる。

トリハロメタン生成能とは、一定の条件下でその水がもつトリハロメタンの潜在的な生成量をいい、

具体的には一定のｐＨ（7±0.2）及び温度（20℃）において、水に塩素を添加して一定時間（24時間）

経過した場合に生成されるトリハロメタンの量で表される。
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水域

項目名
超 過
地点数

超過率
(%)

調 査
地点数

超 過
地点数

超過率
(%)

超 過
地点数

超過率
(%)

クロロホルム 765 0 0 37 0 0 130 0 0 39

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 754 0 0 37 0 0 108 0 0 39

1,2-ジクロロプロパン 738 0 0 37 0 0 108 0 0 38

p-ジクロロベンゼン 736 0 0 37 0 0 108 0 0 38

イソキサチオン 833 0 0 33 0 0 91 0 0 38

ダイアジノン 842 0 0 33 0 0 91 0 0 38

フェニトロチオン（ＭＥＰ) 904 1 0.1 38 0 0 91 0 0 39

イソプロチオラン 872 0 0 38 0 0 91 0 0 39

オキシン銅（有機銅） 764 0 0 30 0 0 72 0 0 36

クロロタロニル（ＴＰＮ) 842 0 0 32 0 0 91 0 0 37

プロピザミド 812 0 0 32 0 0 91 0 0 37

ＥＰＮ 1,231 0 0 60 0 0 192 0 0 41

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 816 0 0 32 0 0 91 0 0 38

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 827 0 0 32 0 0 91 0 0 37

イプロベンホス（ＩＢＰ） 856 0 0 38 0 0 91 0 0 38

クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 867 - - 35 - - 91 - - 38

トルエン 729 0 0 36 0 0 112 0 0 38

キシレン 730 0 0 36 0 0 112 0 0 38

フタル酸ジエチルヘキシル 619 0 0 34 0 0 93 0 0 35

ニッケル 917 - - 42 - - 138 - - 38

モリブデン 621 1 0.2 33 0 0 102 0 0 35

アンチモン 667 - - 39 - - 96 - - 36

(注)１　平成13年度に都道府県の水質測定計画に基づき測定された結果及び環境省委託調査により測定された
　　　　結果を取りまとめたものである。
　　２　評価は年間平均濃度による

表１０－１　公共用水域における要監視項目の指針値超過状況（平成１３年度）

湖　　　　沼 調査
自治体
数

河　　　　川

調 査
地点数

調 査
地点数

海　　　　域
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表１０－２　公共用水域における要監視項目の指針値超過状況（平成６～12年度）

水域

項目名
調 査
地点数

超 過
地点数

超過率
(%)

調 査
地点数

超 過
地点数

超過率
(%)

超 過
地点数

超過率
(%)

クロロホルム 4,109 1 0.0 190 0 0 915 0 0 46

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 4,005 0 0 190 0 0 903 0 0 46

1,2-ジクロロプロパン 4,030 0 0 192 0 0 903 0 0 46

p-ジクロロベンゼン 4,027 0 0 190 0 0 903 0 0 46

イソキサチオン 4,478 1 0.0 156 0 0 721 0 0 46

ダイアジノン 4,488 0 0 157 0 0 720 0 0 46

フェニトロチオン（ＭＥＰ) 4,671 1 0.0 168 0 0 721 0 0 46

イソプロチオラン 4,446 0 0 166 0 0 720 0 0 46

オキシン銅（有機銅） 4,111 0 0 140 0 0 617 0 0 45

クロロタロニル（ＴＰＮ) 4,509 0 0 153 0 0 719 0 0 46

プロピザミド 4,305 0 0 153 0 0 719 0 0 46

ＥＰＮ 9,746 0 0 783 0 0 2,325 0 0 47

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 4,340 0 0 155 0 0 719 0 0 46

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 4,417 0 0 153 0 0 719 0 0 46

イプロベンホス（ＩＢＰ） 4,471 4 0.1 168 0 0 733 0 0 46

クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 4,835 - - 178 - - 720 - - 47

トルエン 4,031 0 0 190 0 0 922 0 0 46

キシレン 4,035 0 0 190 0 0 921 0 0 46

フタル酸ジエチルヘキシル 3,149 0 0 132 0 0 724 0 0 45

ニッケル 4,099 - - 144 - - 661 - - 44

モリブデン 3,432 4 0.1 149 0 0 750 0 0 45

アンチモン 3,348 - - 146 - - 585 - - 44

(注)１　平成6～12年度に都道府県の水質測定計画に基づき測定された結果及び環境省委託調査により測定
　　　　された結果を取りまとめたものである。
　　２　評価は年間平均濃度による

河　　　　川 湖　　　　沼

調 査
地点数

海　　　　域 調査
自治体
数
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